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　町の公式ホームページにおいて、まちのニュース
が随時更新されており、いち早くご覧になれます！
　また、フェイスブックの公式ページも公開されて
いますので、町ホームページにある右記のボタンを
クリックしてご覧ください。
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内
容

沼田町は

　　　今年、開拓１２０年を迎えます。

自立と感謝の気持ちを持つ成人へ



沼田厚生クリニックの概要

●常勤の医師２名

　で通院患者を診

　察する診療所

●午前 8:30

　　　～午後 5:00
　午前受付 8:30 ～ 11:30

  午後受付 1:15 ～ 4:15

●内科・外科

（皮膚科は隔週金曜）

●毎週

　火～木曜の午後

●毎週 月～木曜

（生活習慣病健診は

毎週火～金曜）

●週３回程度を予定

●当分の間、現在

　の厚生病院の建

　物を使用

●血液

●心電図

●Ｘ線

●ＣＴ検査　等

●当分の間、診療

　所内にて処方

 このたび、沼田厚生病院を運営するＪＡ北海道厚生連より、平成２６年度以降の沼田厚生病院
の医療従事者の確保が出来なくなったことなどの理由から、平成２６年４月１日より入院病床
を有する病院から、「通院患者だけを診察する無床診療所にしたい」との提案があったところで
す。
　町では、２月７日～１０日に町内４か所で「沼田厚生病院の無床診療所化に伴う町民説明会」
を５回にわたり開催させていただき、その経過説明と町の考え方、今後の対応策等を皆様にご
説明申し上げ、ご意見・ご要望をお聞きしたところであります。
　説明会に出席された方からは、診療所化後の「薬局」について、「レントゲン等の医療機器に
よる検査」について、「医師、看護師等の職員体制」について等の質問が出されましたが、いず
れも安心して受診できる体制が整っていることの説明により町民皆様の理解を得られました。

　２
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●平日
（月～金曜日）

午前 8：30 ～
　　午後 5：00

午前受付
 8:30 ～ 11:30
午後受付
 1:15 ～ 4:15

火・木曜日の午
後は訪問診療等
のため休診

●平日
（月～金曜日）

午前 8：30 ～
　　午後 5：00

午前受付
 8:30 ～ 11:30
午後受付
 1:15 ～ 4:15

水曜日の午後は
訪問診療等のた
め休診

●月２回
（隔週）金曜日

午後 1：15 ～
　　午後 5：00

受付（午後のみ）
  1:15 ～ 4:00

●理学療法
（リハビリ）

週３回

午前・午後診察
予定

診 療 概 要

今後の救急体制

●原則として　 

  深川市立病院  

  へ

●夜間急病

  テレフォン 　  

  センターへ
  （深川市立病院内）  

  ℡ 22-4100

●『広報お知ら

　せ版』に掲載

●緊急出動した

　救急隊より要

　請

 沼田町としては、医療機関を残すことを大前提に、
４月１日から無床の診療所化とする決断をいたしま
した。今後においても町民が不安や心配に思うこと
が無いようその都度対応策をお示し、取り組んで参
りますので、ご理解とご協力をお願いします。
 なお、各行政区や団体等における説明会もご希望が
あれば随時開催致しますので、お気軽にお申し付け
下さい。
 【連絡先：３５‐２１５５（政策推進室）】

（今までどおり） 

３
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①生活支援サービス

ヘルパー派遣（和風園）
・在宅で介護が必要な方（要介護認定者）のご自宅へ和風園の介護職員がお伺いし、介

護や日常のお世話をします。

【２４時間・３６５日対応します】

新サービス

・ご自宅で生活される要介護度３以上の方が、居宅サービスを毎月１種類以上利用さ

れる場合に助成をいたします。

【助成月額】 5,000 円 → 10,000 円

拡充サービス

在宅介護サービス利用奨励手当（予定）

●ヘルパー派遣（社協）
・在宅で介護が必要な方（要介護認定者）のご自宅へホームヘルパーがお伺いし、介護

や日常のお世話をします。

【基本】 月～金曜日 午前8：45～午後5：15 （必要に応じて土、日曜日も実施）

●緊急通報システム

・一人暮らしの６５歳以上の高齢者（身体の虚弱な方）及び高齢者世帯等に、非常時に

消防に連絡できるペンダント型送信機やガス漏れ警報器の貸し出しをしています。

●配食サービス（社協）

・概ね６５歳以上の単身高齢者世帯及び高齢者のみの世帯の調理が困難な方に、ご自宅

へ訪問配食を行っています。【毎週木曜日に開催しています】

●家族介護用品支給事業

紙おむつ等介護用品を支給します。

（要介護度４又は５で在宅介護サービスを受けている、非課税世帯の方）

既存サービス

＝町民皆さんに在宅で安心して

　　　　　　　    　　生活いただくための主な事業＝
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②施設利用サービス

生活管理短期宿泊事業（和風園）

・介護認定を受けていない方に対し、和風園等で短期間宿泊し、生活のリズムを整えて

体調の調整を図るお手伝いをします。概ね６５歳以上で日常生活に指導・支援の必要な

方が対象です。

重要サービス

●ショートステイ（和風園・旭寿園）

・在宅で介護が必要な方（要介護認定者）は、和風園・旭寿園に短期入所（ショートス

テイ）して、介護や機能訓練を受けて頂くことができます。冠婚葬祭,介護される方が

お仕事で忙しい時や休養にご利用ください。

●デイサービス

・在宅で介護が必要な方（要介護認定者）は、旭寿園に併設のデイサービスセンター等

で食事・入浴等の介護や機能訓練を日帰りで提供しています。（送迎あり）

●生きがいデイサービス

・自立生活に支援の必要な在宅の高齢者、身体障がい者の方に、自立した生活を送って

いただくための生活指導・日常動作訓練等のサービスを提供しています。

【毎週木曜日に開催しています】

既存サービス

③交通支援サービス

高齢者等入院交通費助成（予定）

・世帯員全員が６５歳以上の世帯の方が町外医療機関に入院した場合、付き添い等に必

要な交通費を一部助成します。

【入院日数２日あたり500円+入退院時に各5,000円加算】

新サービス

●重度身体障がい者【児】ハイヤー代助成

・重度身体障がい者【児】（身障手帳1・2級）の生活圏拡大のためハイヤー代金の一部

を助成します。【身体障がい者初乗り料金分チケットを年間24枚（役場より2.5㎞圏域

超に居住されている方は年間36枚）

●高齢者ハイヤー利用助成

・６５歳以上で12月1日現在で町内に居住されている方に、冬期間町内外の医療機関へ

の通院に対しハイヤー代金の一部を助成します。【500円チケットを年間20枚（役場よ

り2.5㎞圏域超に居住されている方は年間30枚）】

●外出支援サービス

・住民税非課税世帯に属する概ね６５歳以上の高齢者で「要介護１以上」の方に、医療機関へ

の定期的な通院時に送迎をします。【月１往復以内（居宅から３０㎞以内）】※同乗する介護者

１名も対象

既存サービス

②施設利用サービス

生活管理短期宿泊事業（和風園）

・介護認定を受けていない方に対し、和風園等で短期間宿泊し、生活のリズムを整えて

体調の調整を図るお手伝いをします。概ね６５歳以上で日常生活に指導・支援の必要な

方が対象です。

重要サービス

●ショートステイ（和風園・旭寿園）

・在宅で介護が必要な方（要介護認定者）は、和風園・旭寿園に短期入所（ショートス

テイ）して、介護や機能訓練を受けて頂くことができます。冠婚葬祭,介護される方が

お仕事で忙しい時や休養にご利用ください。

●デイサービス

・在宅で介護が必要な方（要介護認定者）は、旭寿園に併設のデイサービスセンター等

で食事・入浴等の介護や機能訓練を日帰りで提供しています。（送迎あり）

●生きがいデイサービス

・自立生活に支援の必要な在宅の高齢者、身体障がい者の方に、自立した生活を送って

いただくための生活指導・日常動作訓練等のサービスを提供しています。

【毎週木曜日に開催しています】

既存サービス

③交通支援サービス

高齢者等入院交通費助成（予定）

・世帯員全員が６５歳以上の世帯の方が町外医療機関に入院した場合、付き添い等に必

要な交通費を一部助成します。

【入院日数２日あたり500円+入退院時に各5,000円加算】

新サービス

●重度身体障がい者【児】ハイヤー代助成

・重度身体障がい者【児】（身障手帳1・2級）の生活圏拡大のためハイヤー代金の一部

を助成します。【身体障がい者初乗り料金分チケットを年間24枚（役場より2.5㎞圏域

超に居住されている方は年間36枚）】

●高齢者ハイヤー利用助成

・６５歳以上で12月1日現在で町内に居住されている方に、冬期間町内外の医療機関へ

の通院に対しハイヤー代金の一部を助成します。【500円チケットを年間20枚（役場よ

り2.5㎞圏域超に居住されている方は年間30枚）】

●外出支援サービス

・住民税非課税世帯に属する概ね６５歳以上の高齢者で「要介護１以上」の方に、医療機関へ

の定期的な通院時に送迎をします。【月１往復以内（居宅から３０㎞以内）】※同乗する介護者

１名も対象

既存サービス
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退院

〇健康づくり事業
⇒健診、相談、訪問、栄養・運動指導など
〇介護予防サービス
⇒パワリハ、生きがいディサービスなど
〇生活支援サービス
⇒除雪、交通費助成、雪囲いなど

・介護認定を受けていない高齢者の方が退院後、ご本人の希望により「健康づくり事業」

や「介護予防サービス」に参加することが可能です。

・生活支援サービスでは、助成条件にあえば「除雪」や「交通費助成」の支援が受けられ

ます。

・一人で過ごすのが「ちょっと不安」という方は、「生活管理短期宿泊事業

（ショートステイのようなお泊り）」により和風園で短期間の宿泊ができます。

生活管理短期宿泊事業
和風園で短期間お預かりして、
身の回りのお世話をします。

ケース １ 病気が治り、⾃宅に退院する方

「こんな時はどうしたらいいの？」 ご⼼配の事例を紹介

ケース ２ 病気は治ったが、体⼒低下や物忘れが進み、
⾃宅での生活が不安な方

転院

療養病院

①ヘルパー訪問
家事、身の回りのお世話、
身体的な介助『和風園ヘル
パーは２４時間３６５日』

②ショートステイ
家族留守中の預かりと

お世話、体⼒回復のため
の休息休養

③デイサービス
食事、運動、入浴、健

康チェック（送迎付き）

病院

通
い

・例えば深川市立病院「地域医療連携室」の担当者と

町の「地域包括支援センター（役場保健福祉課）など

が連携しご本人やご家族の希望を聞き、より良い方法

を提案します。【入院中に介護認定の申請が必要な場

合には、保健福祉課（包括支援センター）の職員が入

院している病院へ伺います。】

◎介護認定を受けると①～③以外にも

住宅改修や福祉用具レンタル等のサー

ビスが受けられます。
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ケース ３ 病気は治っておらず、退院後も⾃宅で 医療処置や
看護が必要な方

紹
介
状

退院

訪問
看護

訪問
診療

・病院の「地域医療連携室」と町の「地域包括支援センター」、「居宅介護支援事業所」が連

携して「訪問診療」や「訪問看護」の利用に関しての相談をお受けいたします。

・例えば、退院後に「沼田厚生クリニック」の医師による訪問診療を受けて、それ以外の日は

「訪問看護ステーション」の訪問看護を受けることができます。

地域包括
支援センター

相談

ケース ４ 病気は治っておらず、医療機関での看護や処置が
継続して必要な方

転院

・病院の「地域医療連携室」で転院先の「療養病院」などへ調整をします。

・例えば、深川市立病院から「療養病床を持っている」深川第一病院への転院は、ご本人やご

家族に相談しながら、入院中の病院で調整されます。

病院 療養病院

沼田厚生
クリニック

訪問看護
ステーション

ケース ３ 病気は治っておらず、退院後も⾃宅で 医療処置や
看護が必要な方

紹
介
状

退院

訪問
看護

訪問
診療

・病院の「地域医療連携室」と町の「地域包括支援センター」、「居宅介護支援事業所」が連

携して「訪問診療」や「訪問看護」の利用に関しての相談をお受けいたします。

・例えば、退院後に「沼田厚生クリニック」の医師による訪問診療を受けて、それ以外の日は

「訪問看護ステーション」の訪問看護を受けることができます。

地域包括
支援センター

相談

ケース ４ 病気は治っておらず、医療機関での看護や処置が
継続して必要な方

転院

・病院の「地域医療連携室」で転院先の「療養病院」などへ調整をします。

・例えば、深川市立病院から「療養病床を持っている」深川第一病院への転院は、ご本人やご

家族に相談しながら、入院中の病院で調整されます。

病院 療養病院

沼田厚生
クリニック

訪問看護
ステーション

７

広報   ぬ  ま  た 



経済的
理 由

和風園
（要介護度１以下の方）

旭寿園
（要介護度１以上の方）

ケース ５ ⼼⾝の理由や社会的理由等で ⾃宅で暮らすことが
できない方

持家の
⽼朽化

認知症

介 護

寝たきり

深川市⽴
病院など
協⼒病院

・和風園や旭寿園の入所者は今ま

で通り、沼田厚生クリニックの医

師による回診を受け、入院が必要

な場合は、深川市立病院などの協

力病院に入院となります。

ケース ６ ⾞を所有していないので、⾝の回りの世話や⼿続きの
ために、家族が町外の病院に⾏くことができない方。
汽⾞やバスなどの交通費が嵩む方。

付き添いや面会、
⾝の回りのお世話

・新たな制度として「高齢者等入院交通費助成事業」を創設する予定です。

全員が６５歳以上の世帯の方や独居高齢者の方が、町外医療機関に入院した場合、付き添いなどに必

要な交通費を一部助成します。

・入院日数２日ごとに５００円、入退院時は各５,０００円を加算します。（日数に上限があります）

〔助成金の計算例〕

（例）１０日間入院した場合。

５００円×５単位（10日÷2日）＋入院時５,０００円＋退院時５,０００円＝１２,５００円を

助成します。

沼田厚生
クリニック

経済的
理 由

和風園
（要介護度１以下の方）

旭寿園
（要介護度１以上の方）

ケース ５ ⼼⾝の理由や社会的理由等で ⾃宅で暮らすことが
できない方

持家の
⽼朽化

認知症

介 護

寝たきり

深川市⽴
病院など
協⼒病院

・和風園や旭寿園の入所者は今ま

で通り、沼田厚生クリニックの医

師による回診を受け、入院が必要

な場合は、深川市立病院などの協

力病院に入院となります。

ケース ６ ⾞を所有していないので、⾝の回りの世話や⼿続きの
ために、家族が町外の病院に⾏くことができない方。
汽⾞やバスなどの交通費が嵩む方。

付き添いや面会、
⾝の回りのお世話

・新たな制度として「高齢者等入院交通費助成事業」を創設する予定です。

全員が６５歳以上の世帯の方や独居高齢者の方が、町外医療機関に入院した場合、付き添いなどに必

要な交通費を一部助成します。

・入院日数２日ごとに５００円、入退院時は各５,０００円を加算します。（日数に上限があります）

〔助成金の計算例〕

（例）１０日間入院した場合。

５００円×５単位（10日÷2日）＋入院時５,０００円＋退院時５,０００円＝１２,５００円を

助成します。

沼田厚生
クリニック
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沼田厚生病院の無床診療所化に伴い、町民の皆様が心配される様々なケースが

想定されます。

例えば、『介護サービスを利用したいがどこに行けば良いのか？』、『家族が

留守の時、高齢者が一人で心配』『家族で介護してきたが、大変になってきた』、

『歩行が不安定で危険なので、家の段差を無くしたり、手すりを付けたい』・・・

などいろいろな「困った！」の時には、

にご相談ください。

ご自宅や、入院先の病院に出向いてご相談をお伺いします。

ケース ７ 沼田厚生クリニックに外来通院しているが、入院が必要に
なった場合どうなるの？

紹介状
・沼田厚生クリニックの医師が、患者さんの症状に合わせて「専門病院を紹介」してくれます。

・専門病院での治療後は、沼田厚生クリニックの外来で医師の診察後に薬を処方することもで

きます。

地域包括支援センターへご相談ください

（役場 保健福祉課内）

相談窓口

地域包括支援センター

（３５－２１２０）

専門病院
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にご相談ください。

ご自宅や、入院先の病院に出向いてご相談をお伺いします。

ケース ７ 沼田厚生クリニックに外来通院しているが、入院が必要に
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きます。
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Numatatown News
まちのニュースちのニュース



　１月２１日から２月１５日にかけて、町内の高齢者住宅各所で、除雪ボランティアが行われました。
　各団体では、地域貢献の一環として、除雪ボランティアを実施しています。
　作業は、安全に配慮し、声を掛け合い、スコップを使いながら進められ、「雪が重い」「雪が硬い」と悪
戦苦闘しながらも、参加者一丸となって雪を下ろしたり、はねたりしました。また、ショベルが活躍した
団体もありました。
　入居している高齢者は、「大変助かります」と感謝していました。

除雪ボランティア実施団体

団　　　体 月　日 場　　所 人　数

沼田技能協会 １月２１日 旭町高齢者用公営住宅 １２名

沼田町役場青年女性部 ２月　８日 公営住宅（南町・旭町・７町内）１０名

沼田中学校 ２月　８日 公営住宅（南町・旭町・７町内）２０名

沼田野球少年団「ヤングイーグルス」 ２月　８日 公営住宅（南町・旭町・７町内）１９名

道央開発・シンオシマ経常建設共同企業体 ２月１０日 更新 　７名

宮脇大木建設 ２月１５日 恵比島 １９名



 

 

  



 

 
 



 
 
 
 

 
 

雪下ろし 始める前に 自分と周囲の安全確保  

 

 例年、この時期は寒暖の差が大きくなり、氷のようになった
屋根の雪が落ちて下敷きになったり、屋根の雪下ろし作業中の
転落や除雪機に巻き込まれて、尊い命を落とすなどの事故が発
生しています。十分注意しましょう。  

 ◇  屋根の雪は早めに下ろしましょう  

 ◇  危険な軒下を歩かないようにしましょう  

 ◇  除雪機による除雪は安全を確かめながら行いましょう  
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Ｐ連と教育委員の懇親会の様子
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お家で学ぼう

熱
く
思
い
を
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え
る

生
沼
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育
長

講
演
会
の
様
子



西田 一
いち

華
か

ちゃん（長女）

1 月 8 日生まれ

　　　　お父さん　達也

　　　　お母さん　結花 （緑ヶ丘）

今月号の赤ちゃんです。
すくすく育ってね！

　平成２５年１２月２０日、金平町長をはじめ北空知１市４町の首長が
深川市消防本部に集まり、災害時にお互いに協力し合う「災害時相互応
援協定」の締結を行いました。
　協定には北空知管内で災害が発生した場合、必要となる資器材や備品
などの提供や、人材の派遣、災害復旧に関する協力とともに、構成市町
がそれぞれ友好を結ぶ都市で災害が発生した場合にも可能な限り応援に
努めることが盛り込まれているのが特徴で、例えば沼田町の姉妹都市で
ある富山県小矢部市が被災した場合、沼田町の要請により深川市なども支援にあたることとされていま
す。
　今後もこの協定を実行力のあるものとするため、各市町の担当部局が情報交換を行い、防災体制の更
なる強化を図っていきます。

北空知１市４町災害相互応援協定締結式

沼田町雪害予防対策本部からのお知らせ
～雪による事故 ・ 被害に注意を！～

■屋根の雪下しをする際は！
　（１） 複数で実施！　　　  ⇒　１人で行う場合は家族や近所に必ず声をかけましょう 。
　（２） すべり止め！　　　   ⇒　靴やはしごにすべり止めをつける等の工夫を。
　（３） 周囲も確認！　　　  ⇒　下を歩く通行人や子供などに注意しましょう。
　（４） 携帯電話を持参！　⇒　作業のときは携帯電話を持参しましょう。
■除雪機を使用する際は！
　（１） 服装に注意！　　　  ⇒　機械に巻き込まれないように注意しましょう。
　（２） エンジンに注意！　 ⇒　雪詰まり時などは、 必ずエンジンを停止してから取り除きましょう。
　（３） 周囲も確認！　　　　⇒　通行人や車など、 周囲を確認して行いましょう。
～気を付けて！冬道運転～　雪道はすべりやすくなります。 運転には次のことを心がけましょう。
　（１） 夏場より減速！　　　⇒　夏場に比べて１０キロ以上スピードダウンを。
　（２） 車間距離を十分に！⇒　走行中は十分な車間距離を。
　（３） 追い越し注意！　　  ⇒　無理な追い越しは絶対しない！
　（４） 「急」 はダメ！　　    ⇒　急加速 ・ 急ハンドル ・ 急ブレーキなど、 「急」 の付く操作は危険です。
※暴風雪などが予想されるときは、 外出をひかえましょう。 また、 普段からテレビなどで天気予報のチェッ
   クをしておきましょう。
※ご自宅の暖房器の排気口が雪で埋もれないよう除雪するなど、 普段から充分注意しましょう。

　氏　　名　　　　月　日　 年齢　 住所
 大場　さのさん    12 月 16 日 102 歳　恵比島１

 廣上　　清さん    12 月 25 日　82 歳　旭町東

 高橋　美枝さん    12 月 27 日　87 歳　更　新

 林　　茂二さん　 12 月 31 日   81 歳　市内７

 坂本レツ子さん　   1 月   3 日   84 歳　市内４

 渡部　　波さん　   1 月 14 日   91 歳　市内２

 林　　順子さん   　2 月   6 日   70 歳　旭町東

 高橋　利雄さん   　2 月   6 日   88 歳    旭町東

 吾子　守夫さん       2 月 11 日   79 歳　市内３

おくやみ

人口　3,410人（前月比 △ 4人） 

（男性　1,607 人　女性　1,803 人） 

65 歳以上　1,301 人（高齢化率 38.2％） 

世帯数　1,586 戸（前月比　-4 戸） 

　○総人口増減内訳 

　　増加…転入：5人　出生： 1 人 

　　減少…転出：4人　死亡： 6 人 

（平成 26 年 1 月 31 日現在）
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交通事故死ゼロ

573日

継続中！

（平成 26年 2月 1日現在）

２８


